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項目 協議内容

障害者施策推進協議会
障害児支援専門部会
とのすみ分け

障害児の相談支援部会では、その目的である「相談支援」にフォーカスして協議する

障害児の相談支援部会で協議した内容を、堺市障害者自立支援協議会と共有。
また、第3期堺市障害児福祉計画進捗状況として、堺市障害者施策推進協議会
と共有

障害児の相談支援部会と障害児支援専門部会のすみ分けイメージ

障害者施策推進協議会 障害児支援専門部会

相談支援 堺市障害者自立支援協議会
障害児の相談支援部会 で検討

障害児の相談支援部会

堺市障害者自立支援協議会

本会 本会

障害児専門部会

堺市障害者施策推進協議会

本会

障害児支援専門部会

報告 意見

連携

報告 意見

1

※令和７年度堺市障害者
自立支援協議会「第1回
障害児の相談支援部会」
資料１より抜粋



指定特定相談支援事業所

障害児の相談支援についてのご意見・方向性のイメージ図

障害者基幹相談支援センター

※障害児相談支援ワーキング、障害児の相談支援部会準備会でのご意見・方向性のイメージ図をもとに事務局作成

「障害児相談支援」を含め、障害のあるこども（※）や発達に不安のあるこどもの相談支援の仕組みの検討

区域にこだわらず、

障害児や家族を支える

「仕組み」「ネットワーク」

＊報酬も含めたもの

障害児相談支援を担う
相談支援専門員を支える「仕組み」「ネットワーク」
＊報酬も含めたもの

総合相談情報センター
障害者基幹相談支援センター

児童発達支援センター
法改正により、地域における障害児支援の中核的役割を担うことが明確化

事務の簡素化・事務負担軽減の課題
・支給決定の「カラ打ち」
・区窓口での対応の差 等

教育（学校）、
母子医療、保健、
就労支援等

障害児分野以外の
機関

※ ここでの「障害のあるこども」とは、
障害者手帳の有無や
サービスの利用の有無を問わない

＜第３層＞
ｃ．地域における相談支援体制の
整備や社会資源の開発など

＜第２層＞
ｂ．一般的な相談支援

＜第１層＞
a．基本相談支援を基盤とした
計画相談支援・障害児相談支援

● 計画相談支援

● 障害児相談支援

＊スーパーバイズを含む

面的整備

情報が集まる
仕組み・

情報が発信さ
れる仕組み

2

※令和７年度堺市障害者
自立支援協議会「第1回
障害児の相談支援部会」
資料１より抜粋



R7年度
第1回部会

R7年度
第2回部会

令和7年度
第3回部会

令和8年度以降

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

協
議
内
容

1.部会設置の経過・
背景の確認

2.現状の共有と
課題の抽出
3.既存事業で実施
できることの整理

乳幼児期の課題
について

方向性の検討

（協議に適した
関係者の出席）

学齢期の課題
について

方向性の検討

（協議に適した
関係者の出席）

障害児の相談支援部会の方向性とスケジュール（案）

縦の連携
（ライフステー
ジを通じたとぎ
れのない支
援）の検討

・
その他

課題の検討

第2回
市協議会R7.7.18

開催 横の連携
（第2層の

サービス未利用の
対象児家族）

において不足
する部分を補う
仕組みの検討

R7.10月頃
開催

R8.1月頃
開催

これまでに出された課題を踏まえた部会の方向性

■障害児通所支援事業所と利用者の増加に伴い、相談支援の担い手の確保が追い付かず、障害児相談支援
の利用率は減少傾向。サービスに繋がっていないこどもや保護者が相談できる機関、機能の活用・強化のほか、
セルフプランのサービス利用者への助言や乳幼児期からの保護者支援の必要性が課題として挙げられた

■挙げられた課題の中から、第２層として、児童発達支援センターの中核的役割と障害者基幹相談支援セン
ターの機能を合わせた、各年齢層における現状の共有と課題整理

■横の連携で不足する部分を補う仕組みや縦の連携について協議を進め、さらに障害児の相談支援の３層構造
の強化に向けて検討する

3
新たな事業が必要であれば提言

第1回
市協議会

横の連携の整理 ・・・ 各年齢層において、できていることと課題の整理
既存事業や関係機関の強化、活用の検討
さらに不足する部分の抽出

（第2層のサービス未利用
の対象児家族）

※令和７年度堺市障害者自立
支援協議会「第1回障害児の相
談支援部会」資料１より抜粋


